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◎ 議案事項 

 

１ 議案第 94 号 

知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する 

条例案 

 

１ 改正理由 

地方自治法施行令の一部改正に伴い、規定を整理するものです。 

 

２ 主な改正内容 

  条例第２条において引用している地方自治法施行令について、次のとおり変

更します。 

 

第１７３条第１項第１号を第１７３条の４第１項第１号 

第１７３条第１項第２号を第１７３条の４第１項第２号 

 

 ※これらは、条項の繰り下げのみで、条例の内容に変更はありません。 

 

３ 施行期日 

  公布の日から施行します。 
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２ 議案第 105号 財産の取得について 

 

 

議案第 105号  財産の取得について 

 

契 約 の 名 称 令和６年度職員一人一台パソコンの調達 

履 行 の 場 所 三重県本庁舎及び地域庁舎 

契 約 の 金 額 247,456,000円 

契約の相手方の

住 所 氏 名 

 

三重県松阪市石津町字地蔵裏353番地1 

株式会社松阪電子計算センター 

代表取締役  宮原 義隆 

契約締結年月日 令和 6年 5月 24日（仮契約日） 

契 約 工 期 三重県議会の議決日から令和 7年 3月 28日 

 

（内 容） 

 

職員一人一台パソコン（職員に配備するパソコン）として、ノート型パソコ

ン 1,531台を更新取得する。 

 

 

 

  

 契約方法 

 

一般競争入札 

入

札

方

法 

年月日 令和 6年 4月 18日   

  価  格 

 

最低    224,960,000円 

業者数 3 最高    249,926,240円 

回  数 1回   摘  要  
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２ 令和５年度県税収入状況について 

 

  令和５年度の県税収入額は、出納閉鎖期日である 5月 31日現在で約 2,941億 5,600万

円となっており、最終補正後予算額 2,891 億 5,800 万円を 49 億 9,800 万円上回るもの

（対予算収入割合 101.7％）となっています。 

県税収入額を前年度決算額と比較すると、個人県民税が個人所得の増により約 33 億

500 万円の増収となるほか、法人県民税・事業税の法人二税が法人業績の好調により約

18億 100万円の増収、地方消費税が物価高の影響により約 57億 6,300万円の増収、軽

油引取税が輸送の効率化や燃費性能の向上により約 2億 6,200万円の減収となっており、

県税全体としては、約 130億 9,300万円の増収となっています。 

なお、収入未済額については、約 24 億 1,100 万円と前年度から約 2 億 400 万円減少

しています。（対前年度決算比△7.8％） このうち、個人県民税の収入未済額は、約 18

億 3,400万円と前年度から約 1億 7,100万円減少し、県税未済額に占める割合は 76.1％

となっています。 

 

 

令和５年度（出納閉鎖期日現在）県税収入状況         （単位：百万円、％） 

  

県税収入 

最終予算額 
県税収入額 

最終予算額

との比較 
対予算 

収入割合 
前年度決算額

との比較 

対前年度 

決算比 

収入 

未済額 
Ａ Ｂ Ｂ－Ａ Ｂ/Ａ×100 

県 税 計 289,158 294,156 4,998 101.7 13,093 104.7 2,411 

うち、個人県民税 

うち、法人二税 

うち、地方消費税 

うち、軽油引取税 

75,261 

72,882 

77,537 

20,622 

75,399 

73,513 

81,635 

20,694 

138 

631 

4,098 

72 

100.2 

100.9 

105.3 

100.3 

3,305 

1,801 

5,763 

△262 

104.6 

102.5 

107.6 

98.7 

1,834 

51 

0 

344 

 

 

【参考】令和４年度（出納閉鎖期日現在）県税収入状況         （単位：百万円、％） 

  

県税収入 

最終予算額 
県税収入額 

最終予算額

との比較 
対予算 

収入割合 
前年度決算額

との比較 

対前年度 

決算比 

収入 

未済額 
Ａ Ｂ Ｂ－Ａ Ｂ/Ａ×100 

県 税 計 276,326 281,063 4,737 101.7 13,125 104.9 2,615 

うち、個人県民税 

うち、法人二税 

うち、地方消費税 

うち、軽油引取税 

71,968 

71,643 

71,473 

21,113 

72,094 

71,712 

75,872 

20,956 

126 

69 

4,399 

△157 

100.2 

100.1 

106.2 

99.3 

△1,193 

7,507 

6,806 

△156 

98.4 

111.7 

109.9 

99.3 

2,005 

59 

0 

364 
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（単位：百万円、％）

県税収入
最終予算額

県税収入額
対予算

収入割合

A B Ｂ/Ａ×100

均等割・所得割 68,201 68,324 100.2 1,248 101.9 1,834

配 当 割 3,365 3,370 100.1 457 115.7 0

株式等譲渡所得割 3,695 3,705 100.3 1,600 176.0 0

計 75,261 75,399 100.2 3,305 104.6 1,834

5,701 5,685 99.7 32 100.6 15

183 168 91.8 △ 15 91.8 0

2,715 2,742 101.0 94 103.5 73

67,181 67,828 101.0 1,769 102.7 36

77,537 81,635 105.3 5,763 107.6 0

6,173 6,297 102.0 2,392 161.3 36

2,040 2,057 100.8 △ 19 99.1 0

1,684 1,663 98.8 △ 57 96.7 0

29,427 29,354 99.8 15 100.1 74

3 4 133.3 1 133.3 0

95 95 100.0 77 527.8 0

20,622 20,694 100.3 △ 262 98.7 344

19 18 94.7 △ 1 94.7 0

517 519 100.4 0 100.0 0

289,158 294,156 101.7 13,093 104.7 2,411

県税決算額の推移（出納閉鎖期日現在）

（単位：百万円、％） （単位：％）

決算額 対前年比 徴収率 対前年比 全国順位

294,156 104.7 99.13 0.10 8月頃確定

281,063 104.9 99.03 0.10 29位

267,938 106.5 98.93 0.99 34位

収入未済額(県税計）の推移（出納閉鎖期日現在）

収入未済額(A) 対前年差額 収入未済額(B) 対前年差額 対前年比 構成比(B/A）

2,411 △ 204 1,834 △ 171 △ 8.5 76.1

2,615 △ 127 2,005 △ 69 △ 3.3 76.7

2,742 △ 2,368 2,074 △ 211 △ 9.2 75.6

注）各欄で四捨五入しているため県税計と合わない場合があります。

令和５年度

令和４年度

令和３年度

令和５年度

令和４年度

令和３年度

狩 猟 税

産 業 廃 棄 物 税

県 税 計

税　目

5

10

138

県 た ば こ 税

ゴ ル フ 場 利 用 税

自 動 車 税

鉱 区 税

自 動 車 取 得 税

軽 油 引 取 税

123
個
人
県
民
税

法 人 県 民 税

県 民 税 利 子 割

個 人 事 業 税

法 人 事 業 税

地 方 消 費 税

不 動 産 取 得 税

令和5年度県税収入状況 出納閉鎖期日（5月31日）現在

前年度決算額
との比較

対前年度
決算比

収入未済額

最終予算額
との比較

Ｂ－A

△ 16

△ 15

27

647

4,098

124

17

△ 21

△ 73

1

0

72

△ 1

2

4,998

令和５年度

令和４年度

令和３年度

徴収状況（県税計）の推移（出納閉鎖期日現在）

（単位：百万円、％）

対前年比

△ 7.8

△ 4.6

△ 46.3

計 うち 個人県民税（均等割・所得割）
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３ 自動車税（種別割）の納期内納付推進について 

 

１ 納期内納付推進の取組について 

自動車税（種別割）は、自動車を所有する県民の皆さんに広く負担いただいている県税で

あり、令和６年度当初予算で約 266億円を計上し、県税収入の約 9.4％を占める重要な財源

となっています。 

その一方で、自動車税（種別割）は県税滞納件数の約９割（個人県民税を除く）を占めてお

り、納期内（５月 31日まで）に納付がなされない場合には、督促状の発付、財産調査、差押

等の滞納処分など多額の徴税コストが発生します。 

そのため、本県では自動車税（種別割）の納期内納付率の向上をめざし、広報紙・ラジオ・

ポスター掲示等による普及啓発活動を行うとともに、クレジットカードやスマートフォン

決済アプリによる納付等の納税環境整備を行うことにより、滞納発生を未然に防止し、徴

税コストの縮減に努めています。 

 

２ 納期内納付率について 

令和６年度の納期内納付率は、件数ベースで88.8％（前年度88.2％）、税額ベースで 88.2％

（前年度87.5％）となり、納期内納付推進の取組を開始した平成16年度（件数ベースで70.4％、

税額ベースで69.0％）から20年連続で上昇しています。 

 

３ 納税環境整備について 

  コンビニエンスストアでの納付は、全体の約４割を占めており、利便性の高い納付方

法として納税者に定着してきましたが、近年はクレジットカードやスマートフォン決済

アプリを利用される納税者の方が増加しています。 

今後も自動車税（種別割）の多様な納付手段について、県民の皆さんへの周知・広報を

図っていきます。 

主な納付手段 
件数ベース 税額ベース 

令和５年度 令和６年度 令和５年度 令和６年度 

コンビニエンスストア 39.2％ 37.6％ 40.5％ 38.8％ 

金融機関等窓口 32.0％ 31.3％ 29.9％ 29.2％ 

スマートフォン決済アプリ 6.6％ 8.1％ 6.9％ 8.5％ 

クレジットカード 5.2％ 5.4％ 5.6％ 5.8％ 

 

４ 収入未済額の縮減について 

自動車税（種別割）については、納期内に納付された方との公平性を担保するため、年

度内に処理を完結する「単年度整理」を意識し、各県税事務所において年間スケジュー

ルや処理目標を定め、計画的な滞納整理を実施しています。 

滞納となった方に対しては、6月 26日に督促状を発付し、財産調査や滞納処分など滞

納整理を推進し、収入未済額の縮減に努めます。 

※令和５年度の自動車税（種別割）現年度徴収率：99.90％ 
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【自動車税（種別割）　納期内納付率の推移】 （単位：百万円、件、％）

Ｈ16年度 Ｈ17年度 Ｈ18年度 Ｈ19年度 Ｈ20年度 Ｈ21年度 Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

822,633 822,622 823,332 809,201 803,474 789,313 780,833 777,156 776,900 771,269 766,998 759,004 755,311 757,723 758,759 758,838 758,038 755,295 751,908 748,600 745,059

579,067 594,232 609,294 611,696 608,313 603,558 601,394 605,397 612,025 612,720 621,046 619,039 623,113 635,647 641,777 646,194 655,534 658,997 658,687 659,951 661,871

70.4 72.2 74.0 75.6 75.7 76.5 77.0 77.9 78.8 79.4 81.0 81.6 82.5 83.9 84.6 85.2 86.5 87.3 87.6 88.2 88.8

29,397 30,281 30,087 29,912 29,614 29,210 28,527 28,387 28,277 28,132 27,789 27,446 27,180 27,304 27,560 27,453 27,328 27,051 27,112 26,775 26,452

20,280 21,514 21,882 22,265 22,085 22,015 21,628 21,787 21,968 22,044 22,215 22,085 22,109 22,612 23,043 23,115 23,396 23,378 23,552 23,420 23,321

69.0 71.0 72.7 74.4 74.6 75.4 75.8 76.7 77.7 78.4 79.9 80.5 81.3 82.8 83.6 84.2 85.6 86.4 86.9 87.5 88.2

納期内納付税額(百万円)　 D

年度

定期課税件数（件）　　　　　 A

納期内納付件数（件）　　　　B

納期内納付率（件数）　　B/A

定期課税額（百万円）　　　　C

納期内納付率（税額）　　D/C

70.4

72.2

74.0

75.6 75.7
76.5 77.0

77.9
78.8

79.4

81.0
81.6

82.5
83.9

84.6 85.2
86.5

87.3 87.6
88.2

88.8

69.0

71.0

72.7

74.4 74.6
75.4 75.8

76.7
77.7

78.4

79.9 80.5
81.3

82.8
83.6

84.2
85.6

86.4 86.9
87.5

88.2

68.0

70.0

72.0

74.0

76.0

78.0

80.0

82.0

84.0

86.0

88.0

90.0

92.0

94.0

Ｈ16年度 Ｈ17年度 Ｈ18年度 Ｈ19年度 Ｈ20年度 Ｈ21年度 Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

自動車税（種別割） 納期内納付率の推移

件数 税額

（％）
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４ みえデジプランの進捗状況について 

 

みえのデジタル社会の形成に向けた戦略推進計画（略称「みえデジプラン」令和４年 12

月策定）は「みんなの想いを実現する『あったかいＤＸ』」を基本理念に掲げ、デジタル化

による生産性の向上や効率化だけでなく、県民の皆さんの時間や気持ちに余裕が生まれて自

己実現が図られる、人に寄り添ったデジタル社会の実現をめざして策定しました。 

 本計画では、「暮らし」、「しごと」、「行政」の３つの分野に区分し取組を進めており、「三

重県行財政改革・デジタル戦略推進本部」において進捗管理を行っています。 

このたび、令和５年度の取組実績と令和６年度の取組をとりまとめましたので、ご報告い

たします。 

 

１ 令和５年度取組実績と令和６年度の主な取組 

 令和５年度の取組実績について、以下の基準で評価を実施しました。 

・目標達成状況をＡＢＣＤで評価（定性的な目標も状況をふまえ４段階で評価） 

 

 

 

 

 

 

（１）暮らしのＤＸ  

①評価（令和５年度の取組実績）14項目 「Ａ：達成」 ：11項目 

 「Ｂ：概ね達成」  ：２項目 

 「Ｄ：達成が低い」 ：１項目 

【Ａの主な項目】 

項目 
目標項目（Ｒ５実績／目標）  

取組内容 

デジタルを活用

した防災対策 

防災みえ.ｊｐのホームページへのアクセス数（4,563千件／3,279千件） 

ＡＩにより、ＳＮＳ上に投稿された災害情報を早期に幅広く収集し、迅速な災

害対応に活用 

デジタルを活用

した安全・安心

の確保 

被災箇所を早期発見し、初動を迅速化する体制の構築 

重点監視箇所における河川観測機器を 16箇所に拡充 

水位・画像データのリアルタイム収集・提供を実施 

デジタルを活用

した相談体制の

充実 

ＤＶ・妊娠ＳＯＳ・性暴力ＳＮＳ相談体制の構築 

ＳＮＳ相談の実施や相談窓口につながる二次元コードを掲載したチラシ等の

配布による周知 

 

 

Ａ.100％以上・達成 

Ｂ.85～100％未満・概ね達成 

Ｃ.70～85％未満・達成が不十分 

Ｄ.70未満・達成が低い 

※定性的な目標の場合は令和５年度の主な取組実績に基づく評価（以下同じ） 

 

50



 

【Ｂの主な項目】 

項目 
目標項目（Ｒ５実績／目標） 

取組内容 

ＩＣＴを活用し

た教育の推進 

１人１台端末を効果的に活用して指導できる教職員の割合（83.6％／86.8％） 

ＩＣＴ活用に関する教職員研修の実施（20回実施） 

 

【Ｄの項目】 

項目 
目標項目（Ｒ５実績／目標） 

取組内容 

デジタルを活用

した安全・安心

の確保 

児童虐待により死亡した児童数（１人／０人） 

ＡＩ技術、ＩＣＴ等のツールの活用した職員の専門性の向上や意思決定の迅速

化、業務効率化への支援 

 

②令和６年度の主な取組 

○デジタルを活用した防災対策 

⇒災害情報の早期把握に取り組み、迅速な災害対応に活用 

○デジタルを活用した安全・安心の確保 

⇒道路監視カメラの増設及びカメラデータの集約化 

⇒ＡＩ技術、ＩＣＴ等のツールの活用方法の改善を検討 

○デジタルを活用した相談体制の充実 

⇒相談窓口の周知を図るため、リスティング広告などを実施 

○ＩＣＴを活用した教育の推進 

 ⇒ＩＣＴ活用に関する教職員研修を実施（15回程度予定） 

 

③暮らしのＤＸの総括 

暮らしのＤＸのうち、「デジタルを活用した防災対策」、「交通空白地等における移動

手段の確保」、「デジタルデバイド対策」などの取組は順調に進みましたが、引き続き、

災害時における必要な情報発信、地域のニーズに応じた移動手段の確保、デジタル格

差への対応などを進めていく必要があります。 

一方で、「デジタルを活用した安全・安心の確保」は「Ｄ」評価で、児童が死亡する

事案が発生しました。再発防止に向けて、ＡＩ技術、ＩＣＴ等のツールの活用方法の

改善等を行い、迅速で的確な相談対応につなげていきます。 
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（２）しごとのＤＸ 

  ①評価（令和５年度の取組実績）16項目 「Ａ：達成」 ：12項目 

 「Ｂ：概ね達成」 ：４項目 

【Ａの主な項目】 

項目 
目標項目（Ｒ５実績／目標） 

取組内容 

ｽﾏｰﾄ農業・林業・

水産業のＤＸの

推進 

スマート技術の現場実装 

水田農業における自動給水システムと水位センサーを活用した水管理等の効

率的な栽培技術体系の実証などを実施 

ＤＸ人材の 

確保・育成 

県民の皆さんや県内事業者等への支援に対する貢献度（91.2％/90.0％） 

ＤＸ人材育成セミナーを実施（18講座、620名参加） 

アイデアソン・みえＤＸ推進ラボセミナーを開催 

多様で柔軟な 

働き方の推進 

介護ロボット導入支援の補助事業所数（累計）（249事業所／249事業所） 

ＩＣＴ導入支援の補助事業所数（累計）（471事業所／471事業所） 

事業所に対して導入に係る費用を助成 

【Ｂの主な項目】 

項目 
目標項目（Ｒ５実績／目標） 

取組内容 

建設ＤＸの推進 
ＩＣＴ活用工事（土工）の実施率（69％／79％） 

公共工事の受注者向けに県内 10会場で ICT活用工事等に関する説明会を実施 

②令和６年度の主な取組 

○スマート農業・林業・水産業のＤＸの推進 

⇒衛星データに基づいた水稲病害発生予測技術の実証を実施 

○建設ＤＸの推進 

⇒ＩＣＴ活用工事（土工）の実施に関する効果等を周知 

○ＤＸ人材の確保・育成 

⇒中小企業向けに幅広くテーマを設定した研修やリスキリング事業及びＤＸ促進 

モデル事業を実施 

○多様で柔軟な働き方の推進 

 ⇒ＩＣＴ及び介護ロボットの導入を希望する事業所に対する支援 

③しごとのＤＸの総括 

しごとのＤＸのうち、「スマート農業・林業・水産業のＤＸの推進」、「産業の支援」、

「多様で柔軟な働き方の推進」などの取組は計画どおり順調に進みました。引き続き、

農業・林業・水産業におけるスマート技術の現場実装、ＤＸの導入に取り組む中小企

業・小規模企業への支援、県内企業における多様な働き方の推進などに取り組んでい

きます。 

また、「建設ＤＸの推進」の取組では、建設ＤＸに向けた普及啓発の取組をさらに進

めていく必要があります。 

52



 

（３）行政のＤＸ  

  ①評価（令和５年度の取組実績）13項目 「Ａ：達成」 ：10項目 

 「Ｂ：概ね達成」 ：３項目 

【Ａの主な項目】 

項目 
目標項目（Ｒ５実績／目標） 

取組内容 

情報セキュリテ

ィ対策 

職員に対する研修や訓練の開催数（５回／４回） 

新任情報セキュリティ管理者研修、標的型メール攻撃対処訓練等の実施 

データ連携・ 

利活用 

ＤＸ推進基盤を利用したデータ活用プロジェクトの件数（３件／３件） 

ニーズ調査等において選定した課題テーマ３件について実証を実施 

市町ＤＸの促進 
市町との連携による取組数（累計）（32取組／27取組） 

三重県・市町ＤＸ推進協議会にて、先進市町の事例発表や意見交換を実施 

 

【Ｂの主な項目】 

項目 
目標項目（Ｒ５実績／目標） 

取組内容 

行政手続のデジ

タル化 

デジタル化した県独自の行政手続の割合（86.2％／92％） 

電子申請システムにクレジットカードの決済機能を追加し、電子納付の普及を 

促進（令和６年１月運用） 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮ

ﾝの推進等によ

るデジタル改革

の推進 

デジタルコミュニケーションが定着していると感じる職員の割合 

（45.6％／50.0％） 

ビジネスチャットなどのデジタルツールの活用促進等に取り組むプロジェク

トを推進 

 

②令和６年度の主な取組 

○行政手続のデジタル化 

⇒電子申請ができる手続きを増やすとともに、電子納付の拡充を図る 

○情報セキュリティ対策 

⇒階層別研修及び標的型メール攻撃対処訓練を継続的に実施 

   ○データ連携・利活用 

    ⇒事業者等に活用いただけるよう、オープンデータの更なる充実を図る 

○デジタルコミュニケーションの推進等によるデジタル改革の推進 

⇒コミュニケーション活性化プロジェクトなどを実施 

○市町ＤＸの促進 

⇒「共同調達」の拡充に努めるとともに、オープンデータを含むデータ活用につい 

て、市町と連携した取組を推進 
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③行政のＤＸの総括 

行政のＤＸのうち、「ＤＸ人材の育成」、「データ連携・利活用」、「市町ＤＸの促進」

などの取組については、計画どおり順調に進みました。引き続き、職員全体の能力向

上に向けた研修やオープンデータの充実、市町のＤＸに向けた助言や情報提供等の取

組を進めていきます。 

また、「行政手続のデジタル化」、「デジタルコミュニケーションの推進等によるデジ

タル改革の推進」などの取組において、行政手続の利便性の向上、デジタルコミュニ

ケーションの活性化の取組をさらに進めていく必要があります。 

 

２ 新たな取組項目 

  デジタルを取り巻く環境の変化に対応するため、これまでの取組に加えて、令和６年度

から以下の取組を進めていきます。 

（１）「暮らし」のＤＸ 

 ○デジタルを活用した防災対策 

  ・防災アプリを活用した、利用者の位置情報に基づく防災情報や避難情報の発信 

  ○ＩＣＴを活用した教育の推進 

   ・不登校生徒支援に係る「遠隔授業」の活用 

 （２）「しごと」のＤＸ 

  ○建設ＤＸの推進 

   ・公開ＧＩＳサイトに道路台帳附図を掲載 

（３）「行政のＤＸ」 

 ○デジタルコミュニケーションの推進等によるデジタル改革の推進 

  ・業務の効率化等を図るため、生成ＡＩなど新たなデジタル技術を活用 

 

３ 令和５年度の取組実績の総括と令和６年度以降の取組について 

  令和５年度の取組実績は、一部の取組項目において、Ｄ（達成が低い）評価がありまし

たが、それ以外の取組項目については、Ａ（達成）又はＢ（概ね達成）と評価しています。 

  令和４年度の取組実績と比べると「暮らし」、「行政」の取組についてはＡ（達成）が増

えていますが、「しごと」の取組については少なくなっている状況です。 

令和６年度は令和５年度の取組実績をふまえ、「暮らし」、「しごと」、「行政」の取組を着

実に進めていきます。また、社会情勢やデジタル社会を取り巻く環境の変化に対応しなが

ら、取組内容の充実を図り、県のデジタル社会の形成を進めていきます。 

54



５ 行政手続のデジタル化について 

 

県民の皆さんにデジタル化の恩恵を実感してもらえるよう、令和４年４月に策定し

た「行政手続デジタル化方針」に基づき、行政手続のデジタル化を推進しています。 

 

１ 令和５年度の取組概要 

重点手続（※）の目標である年間受付件数ベース（累計）92％には届かなかった

ものの、保有個人情報の本人開示請求の申請などの重点手続７件（受付件数約 1,900

件）のデジタル化を行い、進捗率は 86％となりました。 

 

年間受付件数 100件以上の行政手続のデジタル化状況 

 令和５年度末時点 取組対象 進捗率 

（受付件数 

ベース） 

手続数 受付件数 手続数 受付件数 

重点手続 (目標)66 

(実績)68 

(目標) 99,745 

(実績) 80,347 

75 （令和 3 年度）108,727 

（令和 5 年度） 93,190 

（目標）92% 

(実績) 86% 

法定手続 74 364,214 245 622,387 59% 

（※）重点手続 行政手続デジタル化方針において、年間受付件数 100件以上の県独自手続 111

手続から、県民の利便性向上や事務の効率化につながる 75 手続を重点手続と

定めています。 

 

（１）電子納付への対応 

行政手続のデジタル化を推進するためには、証明書の発行手数料などの納付手

段のデジタル化を進めていく必要があるため、令和６年 1月から、行政手続にか

かる手数料のクレジットカードによる電子納付を開始しました。令和６年４月現

在、教育職員免許状授与証明など 18手続が電子納付に対応しています。 

 

（２）デジタル化に向けた支援 

利用者の視点に立って、申請受付フォームの項目や添付書類等の見直し、利用

者への周知方法の改善などの実証事業を行うことで、電子申請の利用拡大に取り

組みました。 

また、行政手続のデジタル化により、紙申請と電子申請の併用による業務量の

増大が見込まれることから、20手続に対して、申請受付からの事務処理工程を見

える化し、ＲＰＡやＡＩ－ＯＣＲなどのデジタルツールを活用した業務の最適化

などの支援を実施しました。 
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２ 今後の取組 

（１）電子納付への対応 

インターネットバンキングの利用など納付手段の多様化に向けた検討を進め

るとともに、電子納付が利用できる手続を増やしていくなど、関係課と連携して

電子納付の利用拡大に取り組みます。 

 

（２）デジタル化に向けた支援 

令和５年度に引き続き、国の法令等に基づく法定手続を中心に、行政手続のデ

ジタル化による業務量の増大が見込まれる手続について、現状の業務プロセスを

可視化し、デジタルでの処理を基本とした事務処理の最適化などの支援を実施し

ます。 

 

令和６年度は、家畜伝染病予防法に基づく手続等の重点手続７件（受付件数約

12,800 件）のデジタル化を実施し、全ての重点手続のデジタル化に取り組みます。 

引き続き、国の動向を注視しながら、法定手続等の行政手続についても、現物の

交付などデジタル化が困難な手続を除き、令和８年度までにデジタル化を進めてい

きます。 
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１ 

 

 

 

参考 

県が独自に定めた手続 

・ 三重県立高等学校入学者選抜

入学願書 

・ 三重県おもいやり駐車場利用

証交付申請 

・ 三重県公立学校教員採用選考

試験申込 

法令等に基づく手続 

・ 自動車税（種別割・環境性能

割）の申告書 

・ 高等学校等就学支援金受給資

格認定申請書 

・ 食品営業許可申請書 

【行政手続デジタル化方針より抜粋】 
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６ 審議会等の審議状況について 

                    （令和６年２月19日～令和６年６月２日） 

 

（１）三重県公益認定等審議会 
 

１ 審議会等の名称 三重県公益認定等審議会 

２ 開催年月日 令和６年３月７日 

３ 委 員 
会長 澤田 博 

委員 奥原 貴士 ほか３名 

４ 諮問事項 

変更認定申請に係る諮問 

（答申１件） 

・（公社）三重県観光連盟 

変更認可申請に係る諮問 

（答申１件） 

・（一社）三重県鍼灸マッサージ師会 

５ 調査審議結果 

・変更認定申請があった法人は、認定の基準に適合すると認めるのが

相当であるとの答申を決定した。 

・変更認可申請があった法人は、認可の基準に適合すると認めるのが

相当であるとの答申を決定した。 

６ 備   考 

 

  注）（公社）：公益社団法人、（一社）：一般社団法人 
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（２）三重県行政不服審査会 

 

１ 審議会等の名称    三重県行政不服審査会  

２ 開催年月日 令和６年２月27日、３月18日、４月16日、５月14日 

３ 委 員 会長  中西 正洋 
  委員  岩﨑 恭彦  ほか４名 

４ 諮問事項 

・港湾施設使用及び港湾施設における行為不許可決定処分に
係る審査請求                  １件 

・不動産取得税の賦課決定処分に係る審査請求事件  １件 

・三重県療育手帳制度実施要綱の規定に基づく療育手帳再交
付処分に係る審査請求事件            １件 

５ 調査審議結果 
審査請求３件について調査審議を行い、うち２件の答申

を決定した。 

６ 備 考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59



 

（３）三重県公文書等管理審査会 

 

１ 審議会等の名称 三重県公文書等管理審査会 

２ 開催年月日 令和６年２月19日 

３ 委 員 委 員 長  原田 大樹 
委  員  岩﨑 奈緒子  ほか３名 

４ 諮問事項 

 

・令和５年度の廃棄予定の公文書ファイル等について 

・三重県公文書管理規程の一部改正（案）について 

 

５ 調査審議結果 

 
諮問事項等について調査審議を行いました。 

 

６ 備 考 
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（４）三重県情報公開・個人情報保護審査会 

 

１ 審議会等の名称   三重県情報公開・個人情報保護審査会  

２ 開催年月日 令和６年２月27日、３月11日、３月27日、４月15日、 
４月25日、５月13日、５月22日 

３ 委 員 

会    長  片山 眞洋 
 会長職務代理  川本 一子 
 委    員  小川 友香        ほか５名 

４ 諮問事項 

・特定期間に荷揚げされた土砂等に係る書類の部分開示決定

に対する審査請求事案 

 

・特定の事業に関する申込者への対応についての保有個人情

報不訂正決定に対する審査請求事案 
 
・リサイクル製品認定申請に関する情報の部分開示決定に対

する第三者からの審査請求事案 

 

・次期国体の開催に向けた市町訪問結果に関する公文書の部

分開示決定（令和５年12月11日付け）に対する審査請求事

案 

 

・次期国体の開催に向けた市町訪問結果に関する公文書の部

分開示決定（令和５年12月28日付け）に対する審査請求事

案 

 

・産業廃棄物管理票に関する情報の部分開示決定に対する第

三者からの審査請求事案 

 

５ 調査審議結果 
 審査請求６事案について審議され、うち２事案について答

申が確定しました。 

６ 備 考 
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